
回 日　　時 内　　容 場　　所 講　　師

1 8月25日㈯
午前10時～11時30分

開講式、オリエンテーション「行田市の健康状況と
今後のお話」 産業文化会館第2会議室 ―

2 9月13日㈭
午前10時～11時30分

【講話】生活習慣病予防と歯の健康
・生活習慣病って何？
・歯周疾患予防で歯っぴーライフ

産業文化会館第２会議室 保健師
歯科衛生士

3 9月24日㈪
午前10時～正午

【講話】栄養と食事バランスガイドの説明
【見学と試食】給食センターひまわり給食体験 学校給食センターひまわり 管理栄養士

4 9月下旬 公開講座
【実習】健康長寿体操「介護予防体操を学ぼう」

地域公民館
(４カ所中、1カ所を選択) 保健師

5 10月12日㈮
午前10時～正午

【講話・運動実習】
・運動が長続きしないあなたに…
・自宅で出来る！ストレッチ法

未定 健康運動指導士

6 10月20日㈯
【体験実習】森林セラピーⓇ体験ツアー｢上野村の豊
かな自然をいただきま～す！｣
※バスにて日帰り

群馬県上野村 森林セラピーガイド

7 11月22日㈭
午後7時～8時30分

公開講座
【講話・実習】こころの健康講座「心もからだもスッ
キリ！快適睡眠術」

市役所305会議室 快眠セラピスト

8 12月１日㈯
午前10時～11時30分

公開講座
【講話・実習】きもちリフレッシュ講座「笑いヨガで
さよならストレス！」

中央公民館レクリエー
ション室（｢みらい｣内） 笑いヨガトレーナー

9 12月15日㈯
午前9時～正午

【普通救命講習】AEDの使用や心肺蘇
そ せ い

生法・止血法
などの講習
※受講者には普通救命講習修了証を授与

消防本部 救急救命士

10 平成25年1月中旬
【地産地消講座・実習】青大豆を使って豆腐づくり
に挑戦 !！
(行田産青大豆豆腐づくりと地産地消の話 )

VIVA ぎょうだ調理室 農政課職員

11 平成25年1月下旬 公開講座
【介護予防講演会】今からできる介護予防 未定 未定

12 平成25年2月中旬 【講話】「聴き上手からはじめよう～聴くは自分をみ
がくこと～」 未定 埼玉県立精神保健福

祉センター職員

13 平成25年2月16日㈯
午後2時～3時30分

公開講座
【笑いと健康講演会】「笑う角には福来る～落語で癒
そう☆こころのストレス～」

商工センターホール 柳家小団治さん（落
語家）

平成25年3月2日㈯
午前10時～11時30分 修了証書授与式 市役所305会議室 ―

市民けんこう大学市民けんこう大学市民けんこう大学第1期生
大募集
第1期生
大募集

｢目指せ!健康の達人☆｣｢目指せ!健康の達人☆｣
（マイスター）（マイスター）

　市税を未納している方に対して、早期に電話での
呼び掛けを行い、新たな滞納の発生を防ぎます。

▶案内時間

　市民目線からの行財政改革を効果的に推進する
ため、業務改善の方策や事務事業のあり方につい
て提言をいただく「行財政改革審議官」を、中川
由美子氏（門井町）と安住清美氏（藤原町）に委嘱し
ました。
　お二人には、市民サービスのさらなる効率化の
ための調査・研究にご活躍いただきます。

▶問い合わせ　企画政策課企画・改革担当（内線308）

　※案内時間は変更になる場合があります。
▶設置場所　市役所内
▶対象の税金　市・県民税、法人市民税、固定資産税・

都市計画税、軽自動車税、国民健康保
険税

▶注　　意　・金融機関名や口座番号を聞いたり、
口座を指定して振り込みを依頼する
ことはありません。

　　　　　　・不審な点がありましたら、電話を切
り、税務課収納担当へ問い合わせく
ださい。

　　　　　　・コールセンターの運営管理は、市が
委託をした会社が行います。

▶問い合わせ　同課収納担当（内線236・237）

曜　　日 時　　間
月・木・金曜日 午前 9 時～午後 5 時

火曜日 正午～午後 8 時
日曜日 午前 9 時～正午

安住　清美 氏

行財政改革審議官を委嘱しました行財政改革審議官を委嘱しました 行田市納税コールセンターを開設しました行田市納税コールセンターを開設しました
7月1日から7月1日から

　継続的な健康づくりに楽しく取り組むことを目標として、平成24年度より ｢市民けんこう大学｣ がスタートし
ます。いつまでも健康でいるためには、市民の皆さん一人ひとりが自分自身の生活を振り返り、自分の健康を守
っていくことが大切です。
　あなたも「健康づくりマイスター」を目指しませんか。

・ 1 講座を 2 単位とし（修了証書授与式を除く）、自由に講座を選択します。
・ 8 講座（16単位）以上取得した方を「行田市健康づくりマイスター」として認定します。
・ 1 講座は 1 時間30分～ 2 時間程度を予定しています（普通救命講習を除く）。
・内容によっては託児できる場合もありますので、ご相談ください。
・日程、内容、講師などは変更になる場合があります。

▶定員　 25人※応募者多数の場合は抽選
▶対象　市内在住の20歳以上の方で、「健康づくりマイスター」の取得を目指せる方
▶受講料　無料※食費などで実費が掛かります
▶申し込み・問い合わせ　 7月31日㈫までに電話で保健センター健康づくり支援担当（市役所内）☎556―1111

「市長への手紙」「市長への手紙」37
　このコーナーでは、手紙や電子メールなどにより市長へご意見・ご提言
などをいただいたものの中から、その一部を紹介します。
　このコーナーでは、手紙や電子メールなどにより市長へご意見・ご提言
などをいただいたものの中から、その一部を紹介します。
▶問い合わせ　広報広聴課広報広聴担当（内線 318）

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :意　見

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :回　答

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :意　見

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :回　答

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :意　見

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :回　答

　通学路での交通事故が相次いで
発生している。子供たちの安全を
守るためにも、通学路の安全対策
を実施してほしい。

　通学路での交通事故を受け、通
学路の安全対策を重点的に進める
必要がありますので、教育委員会
と小学校が合同で通学路の安全確
認と見直しを行いました。
　この結果を踏まえ、歩道の整備
や自動車の速度抑制に効果がある
道路標示の設置などを緊急的に実
施する予定です。また、地域ボラ
ンティアと連携した見守り活動の
強化や行田警察署をはじめとする
関係機関との連携を図るなど、児
童・生徒が安心して通学できるよ
う、できることから速やかに実施
します。

　行田市は、被災地の「がれき」
の受け入れについてどのように考
えているのか。

　現在、国や県から、がれきの受
け入れ要請はありませんが、国や
県の要請によりがれきを受け入れ
る場合には、市民の安心・安全を
第一に考える必要があります。受
け入れる条件としては、がれきの
発生地を限定するとともに、放射
性物質の調査方法や搬入および処
理方法などについて協議し、その
安全性を見極めたうえで、市民の
皆さんにご理解をいただくことが
必要であると考えています。
　また、彩北広域清掃組合を構成
している鴻巣市の意向も確認する
必要があります。

　工業団地の活性化は、行田市の
活性化や人口減少に歯止めをかけ
ることにもつながるので、工業団
地を大きくしてもらいたい。

　新たな企業を誘致することは、
税収増加や雇用創出、定住人口の
増加など、さまざまな効果が期待
されますので、市では、今後、企
業誘致を積極的に進めていきたい
と考えています。
　また、企業を誘致する際は、新
たな企業だけを対象にするのでは
なく、市内にある既存企業の規模
の拡大や増設などについても、併
せて対応していきたいと考えてい
ます。

中川　由美子 氏
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